
江 東 区 柔 道 会 規 約 付 属 規 程

2025年 2月 15日 制定

江束 |ズ柔道会 (以 ド本会という)は 、規約に基づき諸事業を推 |∫ するために、その運用に係る規約のイ、1属

規程を下記の通 り定める。本規程の改廃は、理事会の決議による。

1会 費 規 程

この規程は、規約第 9条に基づき、年会費等について定める。

第 1条  |卜 会員の年会費は、四段以上は 10,000「1と し、二段以 T(は 1),000円 とする。

第 2条 全柔連登録料は、全柔連の定めにより役員8.300円 、 般́ 5,300円 を納入する。

第 3条 公認指導員登録者は、今柔連の定めにより3,000円 を納入する。

第 4条 公認審判員登録者は、全柔連の定めによリ ド記の登録料を納人する。

Sは 3.000円 、 Aは 2,500円 、 Bは 3.000円、 Cは 2.00()円 とする.

第 5条 贅助会崚は、個人は ・「16.000門以 11と し、法人は 10.0()0円 以 |,と する。なお大段以上の!F会員

は ‐
「 1以 11の 賛助会費を納入する。

第 6条 イ
「 会費等の費用は、原則として毎年 6月 30日 までに納入しなければならない。

第 7条 会員が年会費を 2年以上滞納 した場合は、理事会の決議により、休会 又|■送会|'そ いとする。

付 員|」 第 3条、4条、5条の登録料は、全柔連の定めにより変嘔することがある.こ の規程は、2025年

2月 15日 より施行する。
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務 手 当 等 規 程

この規程は、会員及び関係者の業務千当等について定める。

本会が l:催 又は主管した柔道大会の業務手当として 一人 3,000円 を支給する。(Rし .中学生に委

嘱した場合は、弁当及び飲物を支給する。

本会が―|:催 した昇段審査会に出席した全員に指導手当として ・人 2,000「 |を 支給する_

本会は、サ11年 で開催さイ1る 柔)●教室等の派遣柔逆指導員の手当てについて、それぞれの押当責任

者 (指導委員長)|こ 一任 し、や理者からの受領金額の範囲内で処理することを認める。

本会が主催する新年懇親会、納涼懇親会について費用の半額を上限として補助する。

本会は、理事会・各部会等の打ち合わせ会議の出席者に対して ‐人 1,000円 /1」 を交)直費として 支

給する。但し、事前に会議の |1的・開催 |1等、事後に議事録等を会長に報告しなければならない。

役員が本会の業務として要した交通費は実費支給する。

この規絆は、2025年 2月 1511よ り施行する。

3派 遣 費 等 規 程

第 1条  この規程は、会員及び選手の派遣費等について定める。

第 2条 本会は、本会及び江東区等を代表して各種大会等に出場する監督並びに選手に対して ‐人 10,000

円/日 の出場手当 (交 通費を含む)を支給する。 (都民大会、墨束五区大会、東京都 24地区大会
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第 3条

第 4条

イヽ1~  員II

等 )

本会に要請があった慶弔費は本会が全額負押する ,

本会の会 員に要請のあった公式行事等 |こ つ tiて 、規定 にないものに関 しては、理事会で決定する。

この規程は、2025年 2月 15日 よ り施行する。

弔 等 規 程

この規程は、会員の慶弔費等について定める

この規程は、本会の会員であって、事:・否局に中し出のあ‐ソた場合に適用する。

結婚の場合、会員に 10,000円 の祝い令を|1曽 る。

死亡の場合、′L花及び弔電、会員の一親等以内に献花をする。

会員が 15日 以 ヒ入院した場合、10.000円 の見舞金を贈る。

七段以 11に 昇段した会員に対して、本人が承諾した場合は本会が主催 して祝賀会を開催する。

六段以上に昇段した会員に対 して、本会が表彰を行い、祝い金として 5、 ()00円 を贈る。

本会の昇段審査会において、初段～ 1段 にケ1段 した者を指導した指導者に対して、第 2条にかか

わらず木会から活動奨励金として 1名 に付 1.000円 を贈る。

この規程は、2025年 2月 15日 より施行する。

員 及 び 役 員 推 薦 規 程

この規報は、会員並びに役員推薦について定める。

本会の会員は、会員 1名 以上の推薦により、所定の人会中込書を理事会に提出し、決議を経て人

会が認めらイ,る 。

'll事

会 |こ おいて新たに推薦された新会長候補は、速やかに副会長以 ドの次期役員候補を理事会に

推薦しなければならない。

役it候補は、理事会の決議を経て、総会において決定する。

専 |・」委員は、各委il長が会員の中から推薦 し、理事会の承認を得て就任する。

本会が_L催 1る 昇段審査会 (二段以 ドの 11〔 薦)の審議員は、 |「 副会 1、 並びに正副審議委員長によ

り構成する.

この規程は、2025年 8月 15日 より施行する。

業 計 画 及 び 予 算 編 成 規 程

この規程は、事業計画及び予算編成について定める。

総務委員長は、東京都栞道連盟の次年度行事案及び江束lス スポーツ協会の次年度施設利川調整会

議を経て次年度の行事 予定を 12月 の理事会までに作成する。

各専門委員長|す 、期中 10月 の理事会の 10「 1前 までに次年度の事業計画及び 予算案を財務委員長

に提出する。ただし、この規程に困難が生ずる場合は、会長の指名に基づき構成する。

ロイ務委員長はこれをまとめて、次年度予算案を 12月 の理事会に提案する。

この規絆は、2025イ「 2り l15 FIよ l)施 行する.
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